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明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
町
民
の
皆
様
に
は
、
健
や
か
に
新
春
を
迎
え
ら

れ
た
こ
と
と
、
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　
さ
て
、
昨
年
は
、
本
町
の
人
口
が
１
万
人
を
超

え
、
議
会
と
し
て
も
大
変
嬉
し
く
思
い
ま
す
。

　
ま
た
、
小
学
校
校
舎
増
築
や
学
校
給
食
セ
ン

タ
ー
の
完
成
な
ど
、
将
来
を
担
う
子
ど
も
達
の
教

育
環
境
が
充
実
し
た
年
と
な
り
ま
し
た
。

　
更
に
、
今
年
か
ら
は
、
町
内
の
交
通
利
便
性
を
高

め
る
た
め
、
乗
合
タ
ク
シ
ー
が
本
格
稼
働
し
ま
す
。

更
な
る
嘉
島
町
の
発
展
の
た
め
、
議
員
一
同
職
責

に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　
最
後
に
本
年
が
皆
様
に
と
り
ま
し
て
、
幸
多
き

年
と
な
り
ま
す
よ
う
ご
祈
念
申
し
上
げ
ま
し
て
、

新
年
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嘉
島
町
議
会
議
員
一
同
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令和４年　第４回

12月定例会
12月２日～５日

　条例改正、補正予算など提案された17件全てを原案のとおり可決しまし
た。追加提案された議案２件及び人事案についても、原案のとおり可決・承認
しました。また、議員提出議案２件についても原案のとおり可決しました。

議案審議　可決・承認した案件
○嘉島町議会議員及び嘉島町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する
　条例の制定について
　・公職選挙法施行令の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、本条例の一部を改正
○嘉島町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
　・地方公務員法の一部を改正する法律が施行されることに伴い、本条例の一部を改正（定年を65歳まで延長
　　し、2年に1歳ずつ引き上げる）
○地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について
　・地方公務員法の一部を改正する法律が施行されることに伴い、本条例を制定（60歳になった年度末で役職
　　定年制を導入し、管理職から参事に降給する）
○嘉島町職員の高齢者部分休業に関する条例の制定について
　・地方公務員法の一部を改正する法律が施行されることに伴い、本条例を制定（加齢による対応のほか、地
　　域貢献活動等への従事を想定した制度）
○町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について
○教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について
　・上記の2件は、令和4年の人事院勧告を受け、本町においても国家公務員に準じた措置を講じる（令和4年
　　12月期の期末手当を0.05月分引上げる）
○嘉島町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
　・令和4年の人事院勧告を受け、本町においても国家公務員に準じた措置を講じるため、本条例の一部を改正
　 （初任給及び若年層の俸給月給を平均3％引上げる。また、令和4年12月期の期末手当を0.1月分引上げる）
○嘉島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について
　・令和4年の人事院勧告を受け、本町においても国家公務員に準じた措置を講じるため、本条例の一部を改正
　 （一般職に準ずる。ただし、遡及は行わない）
○嘉島町下水道事業の設置等に関する条例の制定について
　・令和5年度より公共下水道事業特別会計から地方公営企業法の適用を受ける下水道事業会計へ移行するため、
　　本条例を制定
○熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の一部変更について
　・一部事務組合を組織する地方公共団体の数を減少させ、規約を変更（菊池環境保全組合が令和5年3月31日を
　　もって解散し、組合から脱退）
○指定管理者の指定について
　・嘉島町総合運動公園東エリアを管理する指定管理者を指定（熊本県サッカー協会関連の㈱熊本フットボール
　　センターに令和10年3月末日まで管理委託）
○令和４年度 嘉島町一般会計補正予算（第７号）
　・既定の歳入歳出予算総額から2,769万3千円を減額し、歳入歳出予算の総額を69億3,132万円に（住民税非課税
　　世帯等臨時特別給付金2,490万円、価格高騰緊急支援給付金4,865万円、児童生徒用タブレット購入費525万
　　円、物価高騰緊急農業経営支援事業交付金1,576万円等が主で、防災無線の改修工事は部品の調達が困難な
　　ため翌年度に繰越）
○令和４年度 嘉島町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）
　・既定の歳入歳出予算総額に37万9千円を追加し、歳入歳出予算の総額を11億1,458万5千円に（第三者行為事務
　　委託料が主なもの）
○令和４年度 嘉島町介護保険特別会計補正予算（第２号）
　・既定の歳入歳出予算総額に463万7千円を追加し、歳入歳出予算の総額を9億3,941万5千円に（施設介護サービス
　　給付費500万円、居宅介護サービス計画給付費200万円等が主なもの）
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○令和４年度 嘉島町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）
　・既定の歳入歳出予算総額に211万1千円を追加し、歳入歳出予算の総額を6億8,346万9千円に（処理施設の光熱費
　　が主なもの）
○令和４年度 嘉島町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）
　・既定の歳入歳出予算総額に3万7千円を追加し、歳入歳出予算の総額を1億5,456万3千円に（職員手当）
○令和４年度 嘉島町簡易水道事業会計補正予算（第２号）
　・資本的支出（施設整備費）に1,772万円を追加し、総額を7,000万5千円に（排水管布設工事費1,102万円、県補
　　助金返還金670万円）

議員提出議案　可決した案件
○議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について
　・令和4年の人事院勧告を受け、本町においても国家公務員に準じた措置を講じる（令和4年12月期の期末手当
　　を0,05月分引上げる）
○地方たばこ税を活用した分煙環境整備に関する意見書の提出について
　・上記の意見書を衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に提出する

追加議案　可決・同意した案件
○嘉島町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について
　・熊本県後期高齢者医療広域連合後期高齢者の医療に関する条例の一部が改正されたため、本条例の一部を改正
○嘉島町国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について
　・新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給期間が令和4年12月31日から令和5年3月
　　31日まで延長されたことに伴い、本条例の一部を改正
○監査委員の選任について
　・監査委員の蜂屋 誠 氏（三郎無田）の任期が令和4年12月10日をもって任期満了となるので、同氏の再任に同意

令和４年３回臨時会　（11月14日開催）
○専決処分の報告並びに承認を求めることについて
　専議第６号　令和４年度嘉島町一般会計補正予算（第５号）
　・既定の歳入歳出予算総額に268万9千円を追加し、歳入歳出予算の総額を69億701万3千円に（低所得子育て世帯
　　生活支援給付金200万円が主なもの）
○嘉島西小学校トイレ改修工事請負契約の締結について
　・西小学校のトイレ改修工事を熊本市北区龍田弓削の㈱志水工務店と4,880万6,736円で契約
○嘉島中学校トイレ改修工事請負契約の締結について
　・中学校のトイレ改修工事を菊池市泗水町の㈱吉安建設と7,728万7,452円で契約
○令和４年度嘉島町一般会計補正予算（第６号）
　・既定の歳入歳出予算総額に5,200万円を追加し、歳入歳出予算の総額を69億5,901万3千円に（プレミアム商品
　　券発行費5,200万円）

令和５年第１回臨時会　（１月10日開催）
○嘉島町公共下水道嘉島浄化センターの建設工事委託に関する協定の一部を変更する協定の締結について
　・嘉島町公共下水道嘉島浄化センターの建設工事委託に関する協定の一部を変更するもの（日本下水道事業団
　　変更減額6,849万円）
○令和４年度嘉島町一般会計補正予算（第８号）
　・既定の歳入歳出予算総額に927万7千円を追加し、歳入歳出予算の総額を69億4,059万7千円に（出産・子育て
      応援交付金1,100万）
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問
令
和
３
年
９
月
定
例
会
で
、
災
害

発
生
時
に
は
「
嘉
島
町
災
害
時

要
援
護
者
避
難
支
援
計
画
（
個
別
計
画
）」

を
作
成
し
、
関
係
機
関
で
情
報
共
有
す
る

こ
と
で
「
誰
一
人
取
り
残
さ
な
い
嘉
島
町
」

の
実
現
に
向
け
、
取
組
ん
で
い
る
と
い
う

回
答
だ
っ
た
が
、
要
援
護
者
支
援
体
制
は

ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

　
ま
た
、
災
害
発
生
時
に
機
能
で
き
る
よ

う
に
、
訓
練
等
は
実
施
さ
れ
て
い
る
の
か
。

答� （
福
祉
課
長
）

　
嘉
島
町
災
害
時
要
援
護
者
避
難
支
援
計
画

は
、
平
成
21
年
10
月
に
策
定
し
、
避
難
行
動

要
支
援
者
の
避
難
支
援
を
迅
速
か
つ
的
確
に

行
う
た
め
、
要
支
援
者
の
情
報
や
防
災
情
報
の

伝
達
体
制
の
整
備
、
避
難
等
の
支
援
体
制
を

確
立
す
る
こ
と
を
目
的
に
作
成
さ
れ
ま
し
た
。

　
福
祉
課
で
は
、
避
難
行
動
要
支
援
者
リ
ス

ト
を
作
成
し
、
本
人
の
同
意
が
得
ら
れ
た
場

合
の
み
関
係
機
関
で
あ
る
、
総
務
課
防
災
担

当
、
自
主
防
災
組
織
、
民
生
委
員
児
童
委
員

社
会
福
祉
協
議
会
が
情
報
を
共
有
し
、
障
害

の
特
性
が
顕
著
な
場
合
は
、
秘
匿
性
を
考
慮

し
、
福
祉
課
の
み
で
情
報
を
保
管
し
ま
す
。

　
避
難
行
動
要
支
援
者
リ
ス
ト
に
登
録
さ
れ

た
方
の
中
で
、
他
者
の
支
援
が
な
け
れ
ば
避
難

で
き
な
い
在
宅
の
方
で
、
か
つ
家
族
等
に
よ
る

必
要
な
支
援
が
受
け
ら
れ
な
い
方
を
、
災
害
時

避
難
行
動
要
支
援
者
と
特
定
し
、
本
人
の
同

意
が
得
ら
れ
た
場
合
に
は
、
関
係
機
関
の
協
力

を
得
て
個
別
計
画
を
作
成
し
ま
す
。

　
個
別
計
画
は
、
要
支
援
者
の
個
人
情
報
や

家
族
構
成
な
ど
が
細
か
く
記
載
さ
れ
、
万
が
一

災
害
等
が
発
生
し
た
場
合
に
備
え
、
要
支
援
者

の
身
近
に
い
る
隣
保
組
等
の
避
難
支
援
者
、
家

の
見
取
り
図
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
個

別
計
画
は
、
関
係
機
関
の
ほ
か
、
避
難
支
援

者
を
は
じ
め
、
本
人
が
同
意
し
た
方
と
も
情

報
を
共
有
し
ま
す
。
但
し
、
支
援
者
リ
ス
ト

及
び
個
別
計
画
は
、
災
害
時
に
お
い
て
は
本

人
の
同
意
を
得
る
こ
と
な
く
、
関
係
機
関
等
へ

の
情
報
提
供
が
可
能
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
避
難
訓
練
に
つ
い
て
は
、
町
と
し
て
は
現

在
行
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
町
と
情
報
を
共
有

し
て
い
る
要
支
援
者
の
個
別
計
画
を
、
５
、

６
月
に
行
わ
れ
て
い
る
自
主
防
災
組
織
で
の

情
報
伝
達
訓
練
の
中
で
活
用
し
て
い
た
だ
け

れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
、
現
在
、
各
地
区
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

園田　義宣 議員

▪ 

災
害
発
生
時
の
要
援
護
者
支
援
体
制
は

▪ 

防
災
行
政
無
線
の
更
新
で
何
が
変
わ
る
の
か

会
議
に
参
加
さ
れ
て
い
る
関
係
機
関
に
災
害

時
避
難
行
動
要
支
援
者
へ
対
す
る
、
個
別

計
画
の
作
成
や
更
新
の
働
き
か
け
及
び
そ
の

計
画
の
作
成
補
助
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

町
作
成
の
避
難
行
動
要
支
援
者
リ
ス
ト
も
含

め
、今
年
度
中
の
更
新
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

問
今
年
度
予
算
で
、
デ
ジ
タ
ル
防
災

行
政
無
線
施
設
整
備
工
事
が
計
画

さ
れ
て
い
る
が
、
今
ま
で
の
設
備
と
ど
の

よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
か
。
稼
働
開
始
は

い
つ
に
な
る
の
か
。
ま
た
、
戸
別
受
信
機

は
導
入
す
る
の
か
。

答��（
町
　
長
）

　
今
回
整
備
す
る
設
備
は
、
こ
れ
ま
で
と
同

じ
デ
ジ
タ
ル
防
災
行
政
無
線
で
、
電
波
種

別
が
「
16
Ｑ
Ａ
Ｍ
」
か
ら
「
Ｑ
Ｐ
Ｓ
Ｋ
」
に
変

更
に
な
り
ま
す
。
特
徴
と
し
て
は
、
総
務
省
の

試
算
で
電
波
の
通
達
距
離
が
約
２
倍
と
な
り
事

業
費
の
抑
制
も
図
ら
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
運
用
面
に
お
い
て
も
、
緊
急
情
報

等
を
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
防
災
メ
ー
ル

や
町
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
へ
一
元
的
に
リ
ア
ル
タ
イ

ム
で
配
信
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
情
報
配

信
の
効
率
化
を
図
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま

す
。
防
災
メ
ー
ル
、
町
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
の
活

用
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
の
費
用
負
担
が
発

生
し
ま
せ
ん
の
で
、
町
民
の
皆
様
へ
防
災
メ
ー

ル
、
町
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
登
録
の
推
奨
を
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
施
設
整
備
計
画
は
、
来
年
３
月
の
議
会
定
例

会
に
お
い
て
、
工
事
請
負
契
約
締
結
の
議
決
を
頂

い
た
後
、
整
備
工
事
に
着
手
し
、
令
和
５
年
度
末

の
工
事
完
了
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
稼
働
開
始
は

令
和
６
年
度
当
初
を
目
指
し
て
い
ま
す
が
、
現
在

世
界
的
な
半
導
体
不
足
よ
り
、
機
器
の
納
品
時

期
が
不
透
明
な
状
況
か
ら
、
運
用
開
始
時
期
の

遅
れ
が
懸
念
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
戸
別
受
信
機
に
つ
い
て
は
、
要
配
慮
者
世

帯
等
に
対
す
る
情
報
伝
達
手
段
を
強
化
す
る

こ
と
で
、
災
害
時
等
に
お
け
る
重
要
情
報
の

伝
達
精
度
を
高
め
る
こ
と
を
目
的
に
導
入
し

ま
す
。
無
償
貸
与
の
要
件
と
し
て
、
嘉
島
町

に
住
民
票
を
有
し
居
住
し
て
い
る
こ
と
と
し

次
の
要
件
を
満
た
す
世
帯
と
し
ま
す
。

①
75
歳
以
上
の
世
帯
員
の
み
で
構
成
さ
て
い
る
世
帯

②
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
ま
た
は
２
級
を
有

す
る
者
が
い
る
世
帯

③
療
養
手
帳
Ａ
判
定
を
有
す
る
者
が
い
る
世
帯

④
要
介
護
３
～
５
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
を
有

す
る
世
帯
で
、
自
宅
で
介
護
を
し
て
い
る
世
帯

⑤
そ
の
他
特
段
の
事
情
が
あ
る
世
帯

と
し
て
お
り
、
対
象
世
帯
数
は
500
世
帯
を
予
定
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
無
償
貸
与
の
要
件
を
満
た
さ
な
い

世
帯
で
、
戸
別
受
信
機
を
希
望
さ
れ
る
世
帯
に
つ
い

て
は
、
有
償
貸
与
で
の
対
応
を
考
え
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
本
事
業
の
財
源
は
、
緊
急
防
災
・
減

災
事
業
債
を
活
用
し
、
地
方
債
充
当
率
100
％
で

地
方
交
付
税
の
交
付
金
算
入
率
は
70
％
で
す
。�

こ
れ
か
ら
も
、
防
災
減
災
な
ど
災
害
対
策
を
強

化
し
、
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り

に
取
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

（
※
そ
の
他
の
質
問
　
物
価
高
騰
に
よ
る
学
校
給
食

費
へ
の
対
応
は
）
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園田　義宣議員

問
嘉
島
西
小
学
校
来
校
者
駐
車
場
は

非
常
に
狭
く
、
特
に
、
学
童
保
育

等
の
迎
え
の
時
間
帯
は
、
駐
車
で
き
な
い

車
で
渋
滞
し
て
い
ま
す
。
駐
車
場
を
拡
張

す
る
計
画
は
な
い
の
か
。

答� （
学
校
教
育
課
長
）

　

嘉
島
西
小
学
校
の
駐
車
場
は
、
現
状
と
し

て
、
敷
地
西
側
に
職
員
駐
車
場
、
南
側
正
門

付
近
に
来
校
者
用
の
駐
車
場
を
整
備
し
て
い
ま

す
。
正
門
付
近
来
校
者
用
駐
車
場
は
15
台
分
の

駐
車
ス
ペ
ー
ス
が
あ
り
、
夕
方
、
学
童
保
育

保
護
者
と
放
課
後
運
動
ク
ラ
ブ
の
保
護
者
の

送
迎
が
重
な
る
時
間
帯
で
、
混
雑
し
て
い
る

状
況
が
見
受
け
ら
れ
る
た
め
、
学
校
側
と
協

議
し
、
時
間
帯
と
ス
ペ
ー
ス
を
限
定
し
て
、
職

員
駐
車
場
の
一
部
を
学
童
保
育
の
送
迎
用
に
開

放
す
る
旨
の
ル
ー
ル
を
運
用
し
て
い
ま
す
。

　

学
校
施
設
と
し
て
の
新
た
な
駐
車
場
整

備
は
、
限
ら
れ
た
敷
地
の
中
で
は
難
し
く
施

設
利
用
者
の
御
理
解
と
御
協
力
を
得
な
が

ら
、
近
隣
住
民
の
方
々
に
ご
迷
惑
が
掛
か
ら

な
い
よ
う
、
福
祉
課
、
社
会
教
育
課
及
び
関

係
者
と
の
ル
ー
ル
作
り
を
進
め
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

問
町
民
の
日
常
生
活
に
必
要
な
交
通

手
段
を
確
保
し
、
住
民
福
祉
向

上
、
地
域
活
性
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
嘉
島
町
乗
合
タ
ク
シ
ー
の
導
入
が

計
画
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
利
用
し
た
い
が

方
法
が
分
か
ら
な
い
な
ど
、
困
惑
さ
れ
て

い
る
方
に
説
明
が
必
要
と
思
わ
れ
る
が
ど

う
か
。

　
ま
た
、
高
齢
者
の
社
会
参
加
を
支
援
す

る
目
的
と
し
て
、
75
歳
以
上
の
方
に
、
バ

ス
・
タ
ク
シ
ー
券
を
交
付
さ
れ
て
い
る
が

こ
の
事
業
に
つ
い
て
は
ど
う
な
る
の
か
。

答��（
企
画
情
報
課
長
）

　
乗
合
タ
ク
シ
ー
に
つ
い
て
は
、
10
月
17
日
か

ら
11
月
16
日
ま
で
の
１
か
月
間
実
証
実
験
を

実
施
し
ま
し
た
。
実
証
実
験
の
内
容
や
利
用

方
法
に
つ
い
て
は
、
チ
ラ
シ
を
作
成
し
全
戸
配

布
し
た
ほ
か
、
町
広
報
紙
で
も
、
９
月
号
か
ら

11
月
号
ま
で
記
事
を
掲
載
す
る
な
ど
周
知
を

図
り
ま
し
た
。
利
用
に
関
し
て
は
、
年
齢
制
限

は
な
く
町
内
に
住
民
票
が
あ
る
方
は
ど
な
た

で
も
利
用
登
録
の
う
え
、利
用
が
可
能
で
す
。

　
実
証
実
験
期
間
中
に
お
け
る
利
用
登
録
者

数
は
79
人
で
し
た
が
、
利
用
し
た
い
が
方
法

鍋田　　平 議員

▪ 

嘉
島
西
小
学
校
来
校
者
用
駐
車
場
の
拡
張
は

▪ 

地
域
公
共
交
通
の
今
後
は

▪ 

防
火
水
利
の
点
検
、
整
備
状
況
は

が
わ
か
ら
な
い
方
な
ど
、
潜
在
的
な
利
用
希

望
者
も
お
ら
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。

　
今
後
、
来
年
２
月
よ
り
計
画
し
て
い
ま
す
本

運
行
に
向
け
、
主
に
利
用
が
想
定
さ
れ
る
高
齢

者
に
対
し
て
は
、
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
定
例

会
長
会
議
に
お
い
て
説
明
し
、
そ
の
中
で
要

望
が
あ
れ
ば
各
地
区
で
説
明
す
る
な
ど
、
改
め

て
町
民
に
対
し
丁
寧
に
説
明
を
行
い
、
乗
合
タ

ク
シ
ー
の
周
知
徹
底
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

（
福
祉
課
長
）

　
こ
れ
ま
で
、
75
歳
以
上
の
方
に
交
付
し
て

い
ま
し
た
、「
嘉
島
町
高
齢
者
バ
ス
・
タ
ク

シ
ー
優
待
乗
車
証
交
付
事
業
」
に
つ
い
て

は
、
今
年
度
か
ら
、
本
格
稼
働
を
予
定
し
て

い
る
乗
合
タ
ク
シ
ー
の
導
入
に
伴
い
、
地
域

公
共
交
通
機
関
の
利
用
促
進
が
見
込
ま
れ
る

た
め
、
こ
の
事
業
に
お
け
る
交
付
対
象
者
の

条
件
を
見
直
し
ま
す
。

　
対
象
者
は
、
80
歳
以
上
（
当
該
年
度
の
４

月
１
日
ま
で
に
80
歳
に
達
し
た
者
）
の
免
許

を
有
し
な
い
者
及
び
75
歳
以
上
（
当
該
年

度
の
４
月
１
日
ま
で
に
75
歳
に
達
し
た
者
）

で
、
介
護
保
険
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
（
要

支
援
を
含
む
）
と
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
町
民
の
方
に
は
広
報
紙
等
で
お
知

ら
せ
す
る
ほ
か
、
対
象
者
に
つ
い
て
は
来
年
３

月
中
旬
に
文
書
を
送
付
予
定
で
す
。

問
消
防
水
利
は
、
消
防
活
動
を
行
う

上
で
消
防
車
両
等
と
も
に
不
可
欠

な
も
の
で
す
が
、
機
能
や
位
置
が
把
握
さ

れ
て
い
な
け
れ
ば
、
消
火
作
業
に
大
変
な

支
障
を
来
た
す
こ
と
と
な
る
と
思
わ
れ
る

が
、
点
検
、
整
備
等
の
状
況
は
。

答��（
総
務
課
長
）

　
防
火
栓
、
消
火
栓
、
防
火
水
槽
、
自
然
水

利
な
ど
の
消
防
水
利
に
つ
い
て
は
、
消
防
法

等
の
基
準
に
よ
り
人
口
密
度
等
に
応
じ
て
半

径
100
メ
ー
ト
ル
か
ら
140
メ
ー
ト
ル
以
内
の
間

隔
で
設
置
す
る
よ
う
規
定
さ
れ
て
お
り
、
本

町
で
は
、
111
基
の
消
防
水
利
が
必
要
で
す
。

令
和
４
年
11
月
現
在
の
消
防
水
利
は
131
基

整
備
し
て
お
り
、
今
後
は
、
大
規
模
な
災

害
に
対
応
で
き
る
耐
震
性
の
高
い
防
火
水
槽

も
バ
ラ
ン
ス
よ
く
整
備
し
て
い
く
必
要
が
あ
る

と
考
え
て
い
ま
す
。

　
消
防
水
利
等
の
点
検
・
位
置
の
把
握
に
つ

い
て
は
、
各
消
防
団
が
毎
月
１
回
は
水
利
の

点
検
、
積
載
車
等
の
機
器
の
運
転
な
ど
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
消
防
水
利
位
置
の

把
握
に
つ
い
て
は
、
各
部
に
位
置
図
を
配
布

し
て
お
り
、
宅
地
開
発
等
で
新
設
さ
れ
た
消

防
水
利
に
つ
い
て
も
、
随
時
情
報
を
共
有

し
、
更
新
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
毎
年
秋
の
全
国
火
災
予
防
運
動
に

併
せ
て
、
幹
部
団
員
を
中
心
に
分
団
ご
と
に

分
か
れ
て
水
利
の
現
地
査
察
を
行
い
、
他
の

地
区
の
消
防
水
利
位
置
を
把
握
す
る
よ
う
努

め
て
い
ま
す
。

　
今
後
も
消
防
機
器
の
点
検
や
水
利
査
察
な

ど
継
続
し
て
実
施
し
て
い
く
と
と
も
に
、
劣

化
し
た
標
示
板
の
交
換
を
随
時
行
い
、
有
事

の
際
に
支
障
を
き
た
さ
な
い
よ
う
に
努
め
て

い
き
ま
す
。
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園田　義宣議員

問
町
道
下
六
嘉
三
郎
無
田
線
は
、

三
郎
無
田
地
区
か
ら
の
通
学
路

と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
近
年
は
、
交
通
量

も
多
く
交
通
事
故
が
多
発
し
て
い
ま
す
。

早
急
に
安
全
対
策
が
必
要
と
思
わ
れ
る

が
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

　
ま
た
、
将
来
は
、
嘉
島
町
総
合
運
動
公

園
横
の
歩
道
を
通
学
路
と
す
る
計
画
も
あ

る
と
聞
い
て
い
る
が
、
安
全
な
通
学
路
と

す
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
整
備
計
画
を

考
え
て
い
る
の
か
。

答� （
学
校
教
育
課
長
）

　
町
道
下
六
嘉
三
郎
無
田
線
の
通
学
路
は
、

以
前
よ
り
、
交
通
量
の
増
加
に
伴
う
安
全
面
で

の
不
安
が
保
護
者
や
関
係
者
よ
り
寄
せ
ら
れ

て
お
り
、
歩
行
者
区
分
線
の
整
備
や
鯰
下
六

嘉
線
と
の
交
差
点
で
の
カ
ラ
ー
舗
装
の
整
備

等
を
町
と
し
て
取
組
ん
で
き
ま
し
た
。
以
前
か

ら
の
関
係
機
関
と
の
協
議
で
、
時
間
帯
規
制
や

速
度
制
限
等
の
規
制
は
難
し
く
、
今
後
、
通
学

路
で
あ
る
旨
の
新
た
な
周
知
看
板
等
の
設
置

を
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

　
運
動
公
園
側
の
町
道
上
六
嘉
大
六
橋
線
に

つ
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
下
六
嘉
三
郎
無
田
線

の
代
わ
り
の
通
学
路
と
し
て
の
歩
道
整
備
を

令
和
５
年
度
ま
で
の
計
画
で
整
備
を
行
っ
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。
並
行
し
て
、
本
路
線
及
び
周

辺
道
路
の
運
動
公
園
付
近
か
ら
、
JA
カ
ン
ト

リ
ー
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
付
近
ま
で
の
横
断
歩
道

や
歩
行
者
用
信
号
機
等
の
安
全
施
設
整
備
を

進
め
て
い
く
計
画
で
す
。

森下　文夫 議員

▪ 

通
学
路
の
安
全
対
策
は

嘉島町議会議員全体研修
　令和４年10月31日から11月２日まで、大栄環境株式会社
（大阪府）が運営する三重リサイクルセンター・和泉リサイ
クル環境公園を視察した。同社の事業内容は「一般・産業廃
棄物の収集運搬、中間処理・再資源化および最終処分場を中
心とする環境関連事業、有価資源リサイクル事業」で、関
西・東海圏を中心に事業展開を行っている。
　本年３月には、上益城５町との間で、エネルギー回収施設
等を整備・運営する事業の推進に向けて、「環境アセスメン
ト実施等に向けた基本協定書」を締結し、現在、調査が行わ
れている。
　三重リサイクルセンターは、大栄環境の子会社が運営する
施設で、約70万㎡の広大な敷地に、多種多様な廃棄物の処理
を可能にするプラントが集結している。また、排熱処理によ
る発電システムにより、地域へのエネルギーの供給も行って
いる。
　和泉リサイクル環境公園は、埋立完了後の管理型最終処分場
を活用した公園で、園内には花の公園や多目的グラウンドを設
け、年間約40万人が訪れる自然溢れる憩いの場となっている。
地域貢献事業の一環としてオープン。敷地面積約7,600㎡　入園
料は無料　運営は大栄環境が行っている。

（報告者：満田　和浩）

エネルギープラザ

町道下六嘉三郎無田線

和泉リサイクル環境公園内
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嘉
島
町
議
会
広
報

第
45
号

発
行
・
嘉
島
町
議
会

嘉
島
町
役
場　

議
会
事
務
局
〒
８
６
１-

３
１
９
２

熊
本
県
上
益
城
郡
嘉
島
町
上
島
５
３
０

☎
０
９
６-

２
３
７-

５
５
２
５

8

みんなのフォトコーナー

再生紙を使用しています。

長
引
く
新
型
コ
ロ
ナ
の

感
染
と
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ

イ
ナ
侵
攻
に
よ
り
、
世
界

経
済
の
落
ち
込
み
と
物
価

高
に
よ
っ
て
、
経
済
的
に

苦
難
を
強
い
ら
れ
て
お
ら

れ
る
方
々
が
増
加
し
て
お

り
ま
す
。
１
日
も
早
く
双

方
と
も
終
息
す
る
こ
と
を

願
う
ば
か
り
で
す
。

ま
た
、
我
々
の
任
期
中

最
後
の
定
例
会
（
12
月
議

会
）
が
終
わ
り
ま
し
た
。

皆
様
方
に
は
４
年
間
大
変

お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
、
今
年
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
と
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
の
ダ
ブ
ル
流
行
が

予
想
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

体
調
管
理
・
健
康
管
理
に

注
意
し
て
過
し
て
頂
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
　

   （
森
田
）

編
　
集
　
後
　
記

委 

員 

長
　
川
野 

伸
一

副
委
員
長
　
園
田 

義
宣

委
　
　
員
　
森
田 

義
雄

委
　
　
員
　
境
野 

隆
文

委
　
　
員
　
増
岡 

　
司

委
　
　
員
　
満
田 

和
浩

発
行
責
任
者
　

　  

議
　
　
長
　
清
㟢 

輝
昭

※次の議会は、３月に開催予定です。
議会の傍聴は議会当日に手続きすれば、どなたでも傍聴できます。お問い合わせは、議会事務局まで。（237-5525）

主な議会活動（令和４年10月から令和４年12月まで）
月　　日 項　　　　目 場　　所　　等

10月  ４日 熊本県町村議会議員研修会（全議員） 熊本県立劇場
10月  ７日 嘉島町農業振興地域整備促進協議会（川野） 役場会議室
10月  ７日 第２回広報特別委員会（第44号編集会議） 議員控室
10月11日 嘉島町男女共同参画社会推進懇話会（森田） 役場庁議室

10月14日 熊本県公民館大会・熊本県社会教育委員研究
大会合同大会in上益城（清㟢議長） 嘉島町民会館

10月17日 愛知県飛島村議会行政視察（清㟢議長） 役場会議室
10月19日 例月現金出納検査（春日議選監査委員） 監査委員室

10月21日 佐賀県吉野ヶ里町議会産業建設常任委員会
行政視察（清㟢議長） 役場会議室

10月21日 熊本県後期高齢者医療広域連合より来庁
（清㟢議長） 正副議長室

10月24日 令和４年第２回熊本県後期高齢者医療広域
連合議会定例会（清㟢議長） 自治会館

10月25日 石川県議会総務企画県民委員会行政視察
（清㟢議長） 役場会議室

10月26日
　～27日 町村監査委員全国研修会（春日議選監査委員） 東京都

10月31日
～11月２日 嘉島町議会議員全体研修会（全議員） 大阪府・三重県

11月  ４日 嘉島町都市計画審議会（清㟢議長・森田・境野） 役場庁議室

11月  ７日 令和４年第１回益城、嘉島、西原環境衛生施設組
合議会臨時会（鍋田・園田） 組合会議室

月　　日 項　　　　目 場　　所　　等

11月  ９日
～11日

第66回町村議会議長全国大会及び上益城郡町村議
会議長会視察研修（清㟢議長） 東京都・栃木県

11月14日 令和４年第３回嘉島町議会臨時会
全員協議会

議場
議員控室

11月16日 北海道白老町議会総務文教常任委員会行政
視察（清㟢議長） 役場会議室

11月18日 例月現金出納検査（春日議選監査委員） 監査委員室
11月21日 議会運営委員会 役場庁議室
11月24日 町村議会広報研修会（広報委員） グランメッセ熊本
11月24日 嘉島町子ども・子育て会議（清㟢議長） 役場会議室

11月25日 令和４年第３回上益城消防組合議会定例会
（境野・川野） 消防本部議場

11月26日 上益城地域植樹祭（清㟢議長） 山都町
12月  ２日

～  ５日
令和４年第４回嘉島町議会定例会
全員協議会

議場
議員控室

12月10日 九州中央自動車矢部清和道路中心
杭打ち式（清㟢議長） 山都町

12月19日 例月現金出納検査（春日議選監査委員） 監査委員室
12月22日 第１回広報特別委員会（第45号編集会議） 議員控室

12月26日 令和４年第２回御船地区衛生施設
組合議会臨時会（森田・満田） 組合議場

みなさんからの写真を募集しています
議会事務局に写真を持参いただくか、メールの場合は、写真を添付し氏名、コメントを入力のうえgikai@town.kashima.kumamoto.jpまで送信してください。

浮島の初日の出（撮影者：下津　盛二さん）

上六嘉押切地区のどんどや 二十歳祝う会


